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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品が搭載される第１基板を収容する第１部材と、
　その第１部材の背面に配設される排気手段と、
　その排気手段から離れた位置で前記第１部材の背面側に前面側が対向配置される第２部
材と、
　その第２部材と前記第１部材との間に形成される遮蔽部と、を備え、
　前記遮蔽部は、
　前記排気手段と前記第２部材の前面との間に形成される間隙の周囲に形成され前記第１
部材と前記第２部材との間の隙間を塞ぐ遮蔽リブと、
　その遮蔽リブに開口形成される排出口と、
　その排出口を通じて前記排気手段からの排気を前記遮蔽部の外部へ排出する排気経路と
、
　その排気経路内に位置し前記第２部材側へ向けて前記第１部材の背面に突設されると共
に前記排気経路と同等の幅寸法を有する第１リブと、
　その第１リブに突設され前記第１リブの突設先端からの長さ寸法が前記第１リブと前記
第２部材との間隔と同等に設定された第１突起と、
　前記排気経路内における前記第１突起と前記排気手段または前記排出口との間に位置し
前記第１部材側へ向けて前記第２部材の前面に突設されると共に前記排気経路と同等の幅
寸法を有する第２リブと、
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　その第２リブに突設され前記第２リブの突設先端からの長さ寸法が前記第２リブと前記
第１部材の背面との間隔と同等に設定された第２突起と、を備え、
　前記第１リブは、前記第１部材からの長さ寸法が前記第２リブと前記第１部材との間隔
よりも大きな寸法に設定されていることを特徴とする遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットマシン等に代表される遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スロットマシン等の遊技機は複数の制御基板を備え、それら複数の制御基板によ
り遊技の制御が行われている（例えば、特許文献１）。この種の遊技機では、例えば、液
晶表示装置やランプ、スピーカが遊技機本体の前面に配設されるため、液晶表示装置の制
御を行う液晶基板と、ランプやスピーカの制御を行うサブ基板とを遊技機本体の前面側に
重ねて取り付けることで、電気配線の簡素化や遊技機本体内部のスペース確保が図られて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３１９３２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、液晶表示装置の制御を行う液晶基板は、一般に発熱し易いため、液晶基板か
ら発生する熱をファン等により排気することが望ましい。しかしながら、液晶基板にサブ
基板を重ねて取り付ける場合には、液晶基板から発生する熱の排気経路を確保するべく液
晶基板とサブ基板との間に隙間を設ける必要があるため、その隙間が死角となり、不当に
大当たりを発生させる不正な基板を隠される隠し場所となる恐れがあるという問題点があ
った。
【０００５】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、不正な基板が
隠されるのを防いで、遊技機に対する不正行為を抑制することができる遊技機を提供する
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００６】
　請求項１記載の遊技機によれば、第１部材および前記第２部材との間隙を塞ぐ遮蔽リブ
と、排気手段からの排気を外部へ排出する排気経路とを備えているので、排気手段からの
排気経路を確保しつつ、第１部材と第２部材との間隙を塞ぐことができる。この場合、遮
蔽リブにより第１部材と第２部材との間隙を塞ぐことで、第１部材と第２部材との間隙に
不正な基板が隠されるのを防ぐことができる。
 
【０００７】
　即ち、第１部材体と第２部材とを対向配置する場合には、排気手段からの排気経路を確
保するために、第１部材と第２部材との間に隙間を設ける必要がある。しかしながら、各
部材間に隙間を設けると、その隙間が死角となり、不当に大当たりを発生させる不正な基
板を隠される隠し場所となる恐れがあった。
【０００８】
　これに対し、第１部材と第２部材との間隙を塞ぐ遮蔽リブを備えることで、排気手段か
らの排気経路を確保しつつも、第１部材と第２部材との間隙に不正な基板が隠されるのを
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防ぐことができる。これにより、遊技機に対する不正行為を抑制することができるという
効果がある。
 
【０００９】
　また、請求項１記載の遊技機によれば、遮蔽部が第１リブ及び第２リブを備えているの
で、各部材を分離して排気経路に不正な基板を隠そうとする場合には、第１リブ及び第２
リブを避けて不正な基板を配置する必要が生じる。即ち、第１リブ及び第２リブを避けて
不正な基板を配置しなければ、第１リブ及び第２リブが不正な基板に干渉して、第１リブ
及び第２リブにより不正な基板が押し潰されたり、第１部材と第２部材とを正常に配置で
きなくなる。これにより、排気経路に不正な基板を隠し難くできるという効果がある。
 
【００１２】
　また、第１リブ及び第２リブには第１突起又は第２突起が突設されているので、第１部
材と第２部材とを分離して排気経路に不正な基板を隠そうとする場合には、第１突起又は
第２突起を避けて不正な基板を配置する必要が生じる。即ち、第１突起又は第２突起を避
けて不正な基板を配置しなければ、第１突起又は第２突起が不正な基板に干渉して、第１
突起又は第２突起により不正な基板が押し潰されたり、第１部材と第２部材とを正常に配
置できなくなる。これにより、排気経路に不正な基板を隠し難くできるという効果がある
。
　さらに、第１リブの第１部材からの長さ寸法が第２リブと第１部材との間隔よりも大き
な寸法に設定されているので、排気経路を前後方向へ屈曲させることができる。よって、
排気経路に不正な基板を隠し難くできるという効果がある。また、排気経路が屈曲してい
ることで、排気経路および排気手段を通じて第１部材の内部に針金などの線材が差し込ま
れるのを防ぐことができる。これにより、第１基板に対する不正行為（例えば、線材によ
り第１基板の配線パターンを切断する等）を抑制することができるという効果がある。
 
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態におけるスロットマシンの斜視図である。
【図２】前面扉を開いた状態のスロットマシンの斜視図である。
【図３】前面扉の背面図である。
【図４】筐体の正面図である。
【図５】液晶表示装置とサブ制御装置とを分離した状態の斜視図である。
【図６】サブ制御装置を分解した状態の背面斜視図である。
【図７】サブ制御装置の正面斜視図である。
【図８】スロットマシンの電気的構成を示すブロック図である。
【図９】通常処理を示すフローチャートである。
【図１０】第２実施形態におけるサブ制御装置の正面斜視図である。
【図１１】第３実施形態における液晶表示装置の背面斜視図である。
【図１２】第３実施形態におけるサブ制御装置の正面斜視図である。
【図１３】液晶表示装置とサブ制御装置とが対向配置された状態の遮蔽部の拡大斜視図で
ある。
【図１４】第４実施形態における液晶表示装置の背面斜視図である。
【図１５】第４実施形態におけるサブ制御装置の正面斜視図である。
【図１６】（ａ）は、液晶表示装置とサブ制御装置とが対向配置された状態の遮蔽部の拡
大斜視図であり、（ｂ）は、図１６（ａ）のＸ－Ｘ線における遮蔽部の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。以下では、本発明を
遊技機の一種である回胴式遊技機、具体的にはスロットマシン１０に適用した場合の一実
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施形態について説明する。図１は、スロットマシン１０の斜視図であり、図２は、前面扉
１２を開いた状態のスロットマシン１０の斜視図であり、図３は、前面扉１２の背面図で
あり、図４は、筐体１１の正面図である。
【００１５】
　図１から図４に示すように、スロットマシン１０は、その外殻を形成する筐体１１を備
えている。筐体１１は、木製のパネルを組み合わせて、全体として前面を開放した箱状に
形成されており、遊技ホールへの設置の際にいわゆる島設備に対し釘を打ち付ける等して
取り付けられる。尚、筐体１１は木製のパネルによって構成する以外に、合成樹脂製パネ
ル又は金属製パネルによって構成してもよいし、合成樹脂材料又は金属材料によって一体
の箱状に形成することによって構成してもよい。筺体１１の上面には、筺体１１の内部か
ら外部に通じる開口１１ａが貫通形成されている。
【００１６】
　筐体１１の前面側には、前面扉１２が開閉可能に取り付けられている。すなわち、筐体
１１には、その正面から見て左側部に上下一対の支軸１３ａ，１３ｂが設けられており、
前面扉１２には、各支軸１３ａ，１３ｂと対応する位置に軸受部１４ａ，１４ｂが設けら
れている。そして、各軸受部１４ａ，１４ｂに各支軸１３ａ，１３ｂが挿入された状態で
は、前面扉１２が筐体１１に対して両支軸１３ａ，１３ｂを結ぶ上下方向へ延びる開閉軸
線を中心として回動可能に支持され、前面扉１２の回動によって筐体１１の前面開放側を
開放したり閉鎖したりすることができるようになっている。
【００１７】
　また、前面扉１２の開閉軸の反対側には、その背面に施錠装置２０が設けられ、前面扉
１２は、その施錠装置２０によって開放不能な施錠状態とされる。前面扉１２の右端側上
部には、施錠装置２０と一体化されたキーシリンダ２１が設けられており、キーシリンダ
２１に対する所定のキー操作によって前記施錠状態が解除されるように構成されている。
キーシリンダ２０が設けられる位置は前面扉１２の中でも肉厚の薄い上部位置とされてお
り、その結果、全長の短い汎用性のあるキーシリンダ２１を採用することができる。なお
、本実施形態では、キーシリンダ２１として、不正解錠防止機能の高いオムロック（登録
商標）が用いられている。
【００１８】
　前面扉１２の中央部上寄りには、遊技に関する情報を表示したり遊技の興趣を高めるた
めの演出を行う遊技パネル２５が設けられている。遊技パネル２５は、合成樹脂材料から
パネル状に形成されている。遊技パネル２５の中央部には、縦長の３つの表示窓２６Ｌ，
２６Ｍ，２６Ｒが横並びに設けられている。各表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒは透明に構
成されており、各表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒを通じてスロットマシン１０の内部が視
認可能となっている。但し、各表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒを１つにまとめて共通の表
示窓としても良い。
【００１９】
　図２に示すように、筐体１１は仕切り板３０によりその内部が上下２分割されており、
仕切り板３０の上部には、可変表示手段を構成するリールユニット３１が取り付けられて
いる。リールユニット３１は、円筒状（円環状）にそれぞれ形成された左リール３２Ｌ，
中リール３２Ｍ，右リール３２Ｒを備えている。各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒは、そ
の中心軸線が当該リールの回転軸線となるように回転可能に支持されている。各リール３
２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの回転軸線は略水平方向に延びる同一軸線上に配設され、それぞれ
のリール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが各表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒと１対１で対応して
いる。したがって、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの表面の一部はそれぞれ対応する表
示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒを通じて視認可能な状態となっている。また、リール３２Ｌ
，３２Ｍ，３２Ｒが正回転すると、各表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒを通じてリール３２
Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの表面は上から下へ向かって移動しているかのように映し出される。
【００２０】
　ここで、リールユニット３１の構成を簡単に説明する。各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２
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Ｒは、それぞれがステッピングモータに連結されており、各ステッピングモータの駆動に
より各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒが個別に、すなわちそれぞれ独立して回転駆動し得
る構成となっている。ステッピングモータは、例えば５０４パルスの駆動信号（以下、励
磁パルスとも言う）を与えることにより１回転されるように設定されており、この励磁パ
ルスによってステッピングモータの回転位置、すなわちリールの回転位置が制御される。
また、リールユニット３１には、リールが１回転したことを検出するためのリールインデ
ックスセンサが各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒに設置されている。そして、リールイン
デックスセンサからは、リールが１回転したことを検出した場合、その検出の都度、後述
する主制御装置１０１に検出信号が出力されるようになっている。このため主制御装置１
０１は、リールインデックスセンサの検出信号と、当該検出信号が入力されるまでに出力
した励磁パルス数とに基づいて、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの角度位置を１回転毎
に確認するとともに補正することができる。
【００２１】
　各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの外周面には、その長辺方向（周回方向）に、識別情
報としての図柄が複数個、具体的には、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒ毎に、２１個の
図柄が等間隔に描かれており、そのうち連続する３個の図柄が表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２
６Ｒの上段、中段、下段の位置にそれぞれ視認可能に構成されている。このため、所定の
位置においてある図柄を次の図柄へ切り替えるには、２４パルス（＝５０４パルス÷２１
図柄）の励磁パルスの出力を要する。また、主制御装置１０１は、リールインデックスセ
ンサの検出信号が入力されてから出力した励磁パルス数により、表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，
２６Ｒから視認可能な状態となっている図柄を把握したり、表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６
Ｒから視認可能な位置に所定の図柄を停止させたりする制御を行うことができる。
【００２２】
　遊技パネル２５の下方左側には、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの回転を開始させる
ために操作されるスタートレバー４１が設けられている。スタートレバー４１は、遊技者
が遊技（ゲーム）を開始するときに手で押し操作（押される方向は限定されない）するレ
バーであり、所定数のメダルが投入されている状態でスタートレバー４１が操作されると
、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒの回転が一斉に（但し、同時である必要はない）開始
されるようになっている。
【００２３】
　スタートレバー４１の右側には、回転している各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒを個別
に停止させるために操作されるボタン状のストップスイッチ４２～４４が設けられている
。各ストップスイッチ４２～４４は、停止対象となるリール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒに対
応する表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒの直下にそれぞれ配置されている。すなわち、左ス
トップスイッチ４２が操作された場合には左リール３２Ｌの回転が停止し、中ストップス
イッチ４３が操作された場合には中リール３２Ｍの回転が停止し、右ストップスイッチ４
４が操作された場合には右リール３２Ｒの回転が停止する。
【００２４】
　遊技パネル２５の下方右側には、メダルを投入するためのメダル投入口４５が設けられ
ている。メダル投入口４５から投入されたメダルは、前面扉１２の背面に設けられたセレ
クタ４６によって取込用通路４７か排出用通路４８のいずれかへ導かれる。そして、取込
用通路４７に導かれたメダルは、筺体１の内部に収容されたホッパ装置５１へと導かれる
。一方、排出用通路４８に導かれたメダルは、前面扉１２の前面下部に設けられたメダル
排出口４９からメダル受け皿５０へと導かれ、遊技者に返還される。
【００２５】
　ホッパ装置５１は、メダルを貯留する貯留タンク５２と、メダルを遊技者に払い出す払
出装置５３とにより構成されている。払出装置５３は、図示しないメダル払出用回転板を
回転させることにより、排出用通路４８に設けられた開口４８ａへメダルを排出し、排出
用通路４８を介してメダル受け皿５０へメダルを払い出すようになっている。また、ホッ
パ装置５１の右方には、貯留タンク５２内に所定量以上のメダルが貯留されることを回避
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するための予備タンク５４が設けられている。ホッパ装置５１の貯留タンク５２内部には
、この貯留タンク５２から予備タンク５４へとメダルを排出する誘導プレート５２ａが設
けられている。したがって、誘導プレート５２ａが設けられた高さ以上にメダルが貯留さ
れた場合、かかるメダルが予備タンク５４に貯留されることとなる。
【００２６】
　メダル投入口４５の下方には、ボタン状の返却スイッチ５５が設けられている。メダル
投入口４５に投入されたメダルがセレクタ４６内に詰まった状況下で返却スイッチ５５が
操作された場合、セレクタ４６が機械的に連動して動作され、当該セレクタ４６内に詰ま
ったメダルがメダル排出口４９から返却されるようになっている。
【００２７】
　遊技パネル２５の下方左側には、遊技媒体としてのクレジットされた仮想メダルを一度
に３枚投入するための第１クレジット投入スイッチ５６が設けられている。また、第１ク
レジット投入スイッチ５６の左方には、第２クレジット投入スイッチ５７と、第３クレジ
ット投入スイッチ５８とが設けられている。第２クレジット投入スイッチ５７は仮想メダ
ルを一度に２枚投入するためのものであり、第３クレジット投入スイッチ５８は仮想メダ
ルを１枚投入するためのものである。
【００２８】
　スタートレバー４１の左方には、精算スイッチ５９が設けられている。本スロットマシ
ン１０では、所定の最大値（メダル５０枚分）となるまでの余剰の投入メダルや入賞時の
払出メダルを仮想メダルとして貯留記憶するクレジット機能を有しており、仮想メダルが
貯留記憶されている状況下で精算スイッチ５９が操作された場合、仮想メダルが現実のメ
ダルとしてメダル排出口４９から払い出されるようになっている。
【００２９】
　遊技パネル２５に設けられた表示窓２６Ｌ，２６Ｍ，２６Ｒの下方には、クレジットさ
れている仮想メダル数を表示するクレジット表示部６０と、ボーナス状態が終了するまで
に払い出される残りのメダル数を表示する残払出枚数表示部６１と、入賞時に払い出した
メダルの枚数を表示する払出枚数表示部６２とがそれぞれ設けられている。これら表示部
６０～６２は７セグメント表示器によって構成されているが、液晶表示器等によって代替
することは当然可能である。
【００３０】
　前面扉１２の上部には、遊技の進行に伴い点灯したり点滅したりする上部ランプ６３と
、遊技の進行に伴い種々の効果音を鳴らしたり、遊技者に遊技状態を報知したりする左右
一対のスピーカ６４と、遊技者に各種情報を与える液晶表示装置２００とが設けられてい
る。液晶表示装置２００は、遊技の進行に伴って各種表示演出を実行したり、電源投入時
やエラー発生時にその状態を報知するためのものであり、映像を表示する液晶ディスプレ
イ２０１を備えて構成されている。
【００３１】
　また、液晶表示装置２００の背面には、上部ランプ６３やスピーカ６４の制御を行うサ
ブ制御装置３００が設けられている。これら液晶表示装置２００及びサブ制御装置３００
は、前面扉１２に重ねて取り付けられている。なお、液晶表示装置２００及びサブ制御装
置３００の詳細については、図５から図７を参照して後述する。
【００３２】
　メダル受け皿５０の上方には、機種名や遊技に関わるキャラクタなどが表示された下段
プレート６６が装着されている。また、メダル受け皿５０の左方には、手前側下方に反転
可能な灰皿６９が設けられている。
【００３３】
　筐体１１の内部においてホッパ装置５１の左方には、電源ボックス７０が設けられてい
る。電源ボックス７０は、その内部に電源装置９１（図８参照）を収容するとともに、電
源スイッチ７１やリセットスイッチ７２、設定キー挿入孔７３などを備えている。電源ス
イッチ７１は、後述する主制御装置１０１を始めとする各部に電源を供給するための起動
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スイッチである。
【００３４】
　リセットスイッチ７２は、スロットマシン１０の各種状態をリセットするためのスイッ
チである。本スロットマシン１０は各種データのバックアップ機能を有しており、万一停
電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰（復電）の際には停電時の状
態に復帰できるようになっている。従って、例えば遊技ホールの営業が終了する場合のよ
うに通常手順で電源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、リセットスイッチ７
２を押しながら電源スイッチ７１をオンすると、バックアップデータがリセット（初期化
）されるようになっている。また、電源スイッチ７１がオンされている状態でリセットス
イッチ７２を押した場合には、エラー状態がリセットされる。
【００３５】
　設定キー挿入孔７３は、ホール管理者などがメダルの出玉調整を行うためのものである
。すなわち、ホール管理者等が設定キーを設定キー挿入孔７３へ挿入して回転操作するこ
とにより、スロットマシン１０の設定状態（各入賞態様の当選確率の設定）を「設定１」
から「設定６」まで変更できるようになっている。そして、設定状態が「設定１」に設定
された場合、メダル払出枚数の期待値が最も低くなるように入賞態様（役）の抽選を行い
、設定状態が「設定６」に設定された場合、メダル払出枚数の期待値が最も高くなるよう
に入賞態様の抽選を行うように構成されている。なお、リセットスイッチ７２は、エラー
状態をリセットする場合の他に、スロットマシン１０の設定状態を変更する場合にも操作
される。
【００３６】
　リールユニット３１の上方には、遊技を統括管理する主制御装置１０１が筐体１１に取
り付けられている。詳細については図８を参照して後述するが、主制御装置１０１は、ス
ロットマシン１０の主たる制御を司るＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎ
ｉｔ）１０２が搭載される主基板（図示せず）を備え、その主基板が透明樹脂材料等より
なる基板ケースに収容されて構成されている。
【００３７】
　次に、図５から図７を参照して、前面扉１２に取り付けられる液晶表示装置２００及び
サブ制御装置３００について説明する。図５は、液晶表示装置２００とサブ制御装置３０
０とを分離した状態の斜視図であり、図６は、サブ制御装置３００を分解した状態の背面
斜視図であり、図７は、サブ制御装置３００の正面斜視図である。なお、図５から図７に
おいて、矢印Ｆ－Ｂ，Ｌ－Ｒ，Ｕ－Ｄは、液晶表示装置２００及びサブ制御装置３００の
前後方向，左右方向，上下方向をそれぞれ示している。
【００３８】
　図５に示すように、液晶表示装置２００は、液晶ケース２１０により外郭が形成され、
その液晶ケース２１０に液晶ディスプレイ２０１（図１参照）及び液晶基板２０２（図８
参照）が収容されて構成されている。液晶基板２０２には、映像出力全般の制御を担うＶ
ＤＰ（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）２０２ａや各種メモリ等の電
子部品が搭載されている（図８参照）。なお、ＶＤＰ２０２ａは、他の電子部品との間で
電気的接続を行うためのパターンを四方に配線するため、液晶基板２０２の略中央領域に
配置されている。
【００３９】
　液晶表示装置２００の背面には、液晶ディスプレイ２０１や液晶基板２０２から発生す
る熱を排気するためのファン２０３が設けられている。なお、上述したように、ＶＤＰ２
０２ａは、映像出力全般の制御を担うメインプロセッサであるため、他の電子部品と比較
して熱を発生し易い。よって、ファン２０３は、熱を最も発生するＶＤＰ２０２ａの付近
に配置することが好ましい。
【００４０】
　図６に示すように、サブ制御装置３００は、基板ケース３１０により外郭が形成され、
その基板ケース３１０にサブ基板３０１が収容されて構成されている。このサブ制御装置
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３００は、前面扉１２に取り付けられた状態では、液晶表示装置２００の背面に重ねて配
置される、即ち、液晶表示装置２００に対向配置される（図５参照）。
【００４１】
　サブ基板３０１には、上部ランプ６３やスピーカ６４の主たる制御を担うＭＰＵ（Ｍｉ
ｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）３０１ａや各種メモリ等の電子部品の他に、
外部との電気的接続を行うためのコネクタ３０１ｂが搭載されている。このサブ基板３０
１は、電子部品の搭載面がサブ制御装置３００の背面側を向くように基板ケース３１０に
収容されている。また、ＭＰＵ３０１ａは、液晶表示装置２００とサブ制御装置３００と
が対向配置された状態において、ファン２０３から離れた位置に配置されている。これに
より、ファン２０３からの高温の排気がＭＰＵ３０１ａに及ぼす悪影響を防いで、ＭＰＵ
３０１ａの誤作動を防止することができる。
【００４２】
　基板ケース３１０は、その前面側を形成するベース部材３１１と、背面側を形成するカ
バー部材３１２とにより構成されている。なお、ベース部材３１１には、サブ制御装置３
００を前面扉１２に取り付けるための取付フランジ３１１ａが形成されている。また、カ
バー部材３１２には、サブ基板３０１に搭載されるコネクタ３０１ｂを外部に露出させる
ためのコネクタ口３１２ａが開口形成されている。
【００４３】
　図７に示すように、基板ケース３１０の前面には、液晶表示装置２００とサブ制御装置
３００とが対向配置された状態において、液晶ケース２１０と基板ケース３１０との間に
隙間が生じないよう、液晶ケース２１０と基板ケース３１０との間隙を塞ぐ遮蔽部４００
が設けられている。
【００４４】
　遮蔽部４００は、基板ケース３１０の前面から液晶ケース２１０側へ向けて突設される
リブ３１０ａにより形成され、基板ケース３１０と一体に形成されている。これにより、
遮蔽部４００を新たな部材として別途設ける必要がなく、部品点数の増加を抑制すること
ができる。また、基板ケース３１０に突設されるリブ３１０ａにより遮蔽部４００を形成
することで、基板ケース３１０の剛性を高めることができる。
【００４５】
　遮蔽部４００には、液晶表示装置２００に設けられるファン２０３（図５参照）からの
排気を導くための排気経路４０１が３つ形成されている。これにより、ファン２０３から
の排気経路を確保しつつ、液晶ケース２１０と基板ケース３１０との間隙を塞ぐことがで
きる。
【００４６】
　排気経路４０１は、基板ケース３１０の正面視において（液晶ケース２１０と基板ケー
ス３１０とが対向する方向から見て）左右（矢印Ｌ－Ｒ方向）に蛇行して形成され、複数
回屈曲して遮蔽部４００の外部へ至るようになっている。
【００４７】
　また、排気経路４０１は、遮蔽部４００の外部に通じる出口となる排気口４０１ａが上
方へ向けて開口形成されている。これにより、温度が高くなるほど軽くなる気体の性質を
利用して、ファン２０３からの高温の排気を効率良く遮蔽部４００の外部へ排出すること
ができる。
【００４８】
　更に、排気経路４０１の排気口４０１ａは、サブ制御装置３００が前面扉１２に取り付
けられた状態において、筺体１１に設けられる開口１１ａ（図１及び図２参照）に臨むよ
うになっている。即ち、筺体１１の開口１１ａは、排気経路４０１の排気口４０１ａに臨
む位置に設けられている。これにより、ファン２０３からの排気を効率良くスロットマシ
ン１０の外部へ排出することができる。
【００４９】
　遮蔽部４００を形成するリブ３１０ａは、排気経路４０１を除いて格子状に形成され、
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その格子間に多数の空洞が設けられるようになっている。これにより、ファン２０３から
の排気の熱エネルギーを空洞内の空気に伝達し、熱エネルギーを拡散することで、遮蔽部
４００の温度上昇を抑制することができる。その結果、遮蔽部４００の温度上昇が液晶基
板２０２及びサブ基板３０１に及ぼす悪影響を防いで、液晶基板２０２及びサブ基板３０
１の誤作動を防止することができる。
【００５０】
　また、サブ基板３０１に搭載されるＭＰＵ３０１ａは、液晶表示装置２００とサブ制御
装置３００とが対向配置された状態において、ファン２０３から離れた位置に配置され、
ファン２０３からＭＰＵ３０１ａに至るまでの範囲に格子状のリブ３１０ａが複数設けら
れるようになっているので、ファン２０３からの排気の熱エネルギーをＭＰＵ３０１ａに
伝わり難くして、ＭＰＵ３０１ａの誤作動を防止することができる。
【００５１】
　このように、基板ケース３１０には、排気経路４０１を除いて液晶ケース２１０と基板
ケース３１０との間隙を塞ぐ遮蔽部４００が設けられているので、液晶ケース２１０と基
板ケース３１０との間隙に不正な基板が隠されるのを防ぐことができる。
【００５２】
　即ち、液晶表示装置２００とサブ制御装置３００とを対向配置する場合には、ファン２
０３からの排気経路を確保するために、液晶ケース２１０と基板ケース３１０との間に隙
間を設ける必要がある。しかしながら、各ケース２１０，３１０の間に隙間を設けると、
その隙間が死角となり、不当に大当たりを発生させる不正な基板を隠される隠し場所とな
る恐れがあった。
【００５３】
　これに対し、排気経路４０１を除いて液晶ケース２１０と基板ケース３１０との間隙を
塞ぐ遮蔽部４００を設けることで、ファン２０３からの排気経路を確保しつつも、液晶ケ
ース２１０と基板ケース３１０との間隙に不正な基板が隠されるのを防ぐことができる。
これにより、スロットマシン１０に対する不正行為を抑制することができる。
【００５４】
　また、遮蔽部４００に形成される排気経路４０１は、屈曲して遮蔽部４００の外部へ至
るように形成されているので、排気経路４０１に不正な基板を隠し難くできる。また、排
気経路４０１が屈曲していることで、排気経路４０１及びファン２０３を通じて液晶ケー
ス２１０の内部に針金などの線材が差し込みまれるのを防ぐことができる。
【００５５】
　また、排気経路４０１は、遮蔽部４００に複数（本実施形態では３つ）形成されている
ので、ファン２０３からの排気を導くために確保すべき排気経路４０１の断面積を、複数
の排気経路４０１により分担して確保することができる。これにより、各排気経路４０１
の断面積を小さくすることができるので、例え不正な基板が柔軟性のあるフレキシブルプ
リント基板により製作されたとしても、排気経路４０１に隠し難くできる。
【００５６】
　また、サブ基板３０１は、電子部品の搭載面がサブ制御装置３００の背面側を向くよう
に基板ケース３１０に収容される、即ち、電子部品が搭載される搭載面の反対面が遮蔽部
４００側を向くように基板ケース３１０に収容されているので、電子部品の搭載面が遮蔽
部４００に覆われず、基板ケース３１０の外部から電子部品の搭載面を視認可能とするこ
とができる。これにより、サブ基板３０１に対する不正行為（例えば、不当に大当たりを
発生させる不正なＲＯＭを電子部品の搭載面に取り付ける等）を抑制できると共に、その
不正を見落とすことなく早期に発見することができる。
【００５７】
　次に、スロットマシン１０の電気的構成について、図８を参照して説明する。図８は、
スロットマシン１０の電気的構成を示すブロック図である。
【００５８】
　主制御装置１０１は、上述したように、スロットマシン１０の遊技を統括管理するもの
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であり、スロットマシン１０の主たる制御を司るＭＰＵ１０２を中心とするマイクロコン
ピュータが搭載される主基板（図示せず）を備えている。ＭＰＵ１０２には、電源装置９
１の他に、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロック回路１０３や、各種機器
との連絡をとる入出力ポート１０４等が内部バスを介して接続されている。
【００５９】
　主制御装置１０１の入力側には、リールユニット３１（各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２
Ｒが１回転したことを個別に検出するリールインデックスセンサ）、スタートレバー４１
の操作を検出するスタート検出センサ４１ａ、各ストップスイッチ４２～４４の操作を個
別に検出するストップ検出センサ４２ａ～４４ａ、ホッパ装置５１から払い出されるメダ
ルを検出する払出検出センサ５１ａ、各クレジット投入スイッチ５６～５８の操作を個別
に検出するクレジット投入検出センサ５６ａ～５８ａ、精算スイッチ５９の操作を検出す
る精算検出センサ５９ａ、リセットスイッチ７２の操作を検出するリセット検出センサ７
２ａ、設定キー挿入孔７３に設定キーが挿入されたことを検出する設定キー検出センサ７
３ａ等の各種センサが接続されており、これら各種センサからの信号は入出力ポート１０
４を介してＭＰＵ１０２に出力されるように構成されている。
【００６０】
　また、主制御装置１０１の入力側には、入出力ポート１０４を介して電源装置９１が接
続されている。電源装置９１には、主制御装置１０１を始めとするスロットマシン１０の
各種電子機器に駆動電力を供給する電源部９１ａや停電監視回路９１ｂ等が搭載されてい
る。
【００６１】
　停電監視回路９１ｂは、電源の遮断状態を監視し、停電時はもとより、電源スイッチ７
１による電源遮断時に停電信号を生成するためのものである。このため、停電監視回路９
１ｂは、電源部９１ａから出力される例えば直流１２ボルトの安定化駆動電圧を監視し、
この駆動電圧が例えば１０ボルト未満まで低下した場合に電源が遮断されたものと判断し
て、停電信号が出力されるように構成されている。停電信号はＭＰＵ１０２及び入出力ポ
ート１０４のそれぞれに供給され、ＭＰＵ１０２では、この停電信号を認識することによ
り停電時処理が実行される。また、この停電信号は、液晶表示装置２００やサブ制御装置
３００にも供給されるように構成されている。
【００６２】
　電源部９１ａは、出力電圧が例えば１０ボルト未満まで低下した場合でも、主制御装置
１０１等の制御系において駆動電圧として使用される例えば５ボルトの安定化電圧が出力
されるように構成されている。この安定化電圧が出力される時間としては、主制御装置１
０１による停電時処理を実行するに十分な時間が確保されている。
【００６３】
　主制御装置１０１の出力側には、リールユニット３１（各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２
Ｒを回転させるためのステッピングモータ）、セレクタ４６に設けられたメダル通路切替
ソレノイド４６ａ、ホッパ装置５１、クレジット表示部６０、残払出枚数表示部６１、払
出枚数表示部６２、液晶表示装置２００、サブ制御装置３００、ホール管理装置（図示せ
ず）等に情報を送信するための外部集中端子板１２１等が入出力ポート１０４を介して接
続されている。
【００６４】
　液晶表示装置２００は、上述したように、遊技者に各種情報を与えるためのものであり
、液晶ディスプレイ２０１と、映像出力全般の制御を担うＶＤＰ（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）２０２ａや各種メモリ等の電子部品が搭載される液晶基板
２０２とを備えている。サブ制御基板３００は、上述したように、上部ランプ６３やスピ
ーカ６４の制御を行うものであり、上部ランプ６３やスピーカ６４の主たる制御を司るＭ
ＰＵ３０１ａや各種メモリ等の電子部品が搭載されるサブ基板３０１を備えている。この
サブ制御装置３００は、主制御装置１０１からの信号を受け取った上で、上部ランプ６３
やスピーカ６４を独自に制御する。
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【００６５】
　主制御装置１０１のＭＰＵ１０２には、このＭＰＵ１０２によって実行される各種の制
御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ１０５、そのＲＯＭ１０５に記憶されてい
る制御プログラムを実行するにあたって各種のデータを一時的に記憶する作業エリアを確
保するためのＲＡＭ１０６、乱数を発生するフリーランカウンタ１０７が内蔵されている
。また、ＭＰＵ１０２には、周知のように割込み回路を始めとしてタイマ回路、データ送
受信回路などスロットマシン１０において必要な各種の処理回路や、クレジット枚数をカ
ウントするクレジットカウンタなどの各種カウンタ（いずれも図示せず）も内蔵されてい
る。
【００６６】
　フリーランカウンタ１０７は、０～６５５３５の乱数を短い周期で生成して更新するハ
ードウェアによって構成されたカウンタである。ＭＰＵ１０２は、スタートレバー４１の
操作をスタート検出センサ４１ａの出力信号に基づいて確認した後、ハード回路によって
フリーランカウンタ１０７の値をラッチし、そのラッチした値をＲＡＭ１０６に格納する
。かかる構成とすることにより、スタートレバー４１が操作されたタイミングで速やかに
乱数を取得することが可能となり、同期等の問題が発生することを回避することが可能と
なる。尚、本スロットマシン１０のハード回路は、スタートレバー４１が操作される毎に
その都度のフリーランカウンタ１０７の値をラッチする構成となっている。また、ラッチ
され、ＲＡＭ１０６に格納されたフリーランカウンタの値は、スタートレバー４１の操作
によって開始されるゲームの入賞態様（役）を抽選するために用いられる。
【００６７】
　ＲＯＭ１０５及びＲＡＭ１０６は、記憶手段としてのメインメモリを構成するものであ
り、スロットマシン１０における各種処理を実行するためのプログラムは、制御プログラ
ムの一部としてＲＯＭ１０５に記憶されている。また、ＲＯＭ１０５には、入賞態様の抽
選に用いられる抽選テーブルを格納する抽選テーブル格納エリア１０５ａが設けられてい
る。
【００６８】
　ＲＡＭ１０６は、スロットマシン１０の電源が遮断された後においても電源装置９１か
らバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっている
。また、ＲＡＭ１０６には、各種のデータを一時的に記憶するためのメモリや、役の抽選
結果を記憶するための当選フラグ格納エリア１０６ａ、各リール３２Ｌ，３２Ｍ，３２Ｒ
の停止制御を行う場合に用いるスベリテーブルを記憶するためのスベリテーブル格納エリ
ア１０６ｂ、ボーナス状態等の遊技状態を記憶するための状態情報格納エリア１０６ｃ等
の他に、バックアップエリア（図示せず）が設けられている。
【００６９】
　バックアップエリアは、停電等の発生により電源が遮断された場合において、電源遮断
時（電源スイッチ７１の操作による電源遮断を含む）のスタックポインタの値を記憶して
おくためのエリアであり、停電解消時（電源スイッチ７１の操作による電源投入を含む）
には、バックアップエリアの情報に基づいてスロットマシン１０の状態が電源遮断前の状
態に復帰できるようになっている。バックアップエリアへの書き込みは停電時処理によっ
て電源遮断時に実行され、バックアップエリアに書き込まれた各値の復帰は電源投入時の
メイン処理において実行される。
【００７０】
　ＭＰＵ１０２のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生による電源
遮断時に、停電監視回路９１ｂからの停電信号が入力されるように構成されている。そし
て、電源遮断時には、停電フラグ生成処理としてのＮＭＩ割込み処理が即座に実行される
ように構成されている。
【００７１】
　次に、図９を参照して、主制御装置１０１のＭＰＵ１０２により実行される通常処理に
ついて説明する。図９は、通常処理を示すフローチャートである。
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【００７２】
　通常処理は、スロットマシン１０での遊技に関わる主要な制御を行う処理であり、ＭＰ
Ｕ１０２により通常処理が実行されると、まず、次回のタイマ割込みを許可する割込み許
可処理を行い（Ｓ１）、次に、遊技を可能とするための開始前処理を行う（Ｓ２）。この
開始前処理では、表示制御装置２０１等が初期化を終了するまで待機する。そして、表示
制御装置２０１等の初期化が終了した場合には、続くＳ３～Ｓ１３に示す遊技管理処理を
行う。
【００７３】
　遊技管理処理として、まず、Ｓ３の処理では、ＲＡＭ１０６に格納された各種遊技情報
等のデータ（例えば前回の遊技で用いた乱数値やＢＢ入賞を除く各入賞の当選を示す各当
選フラグ等）をクリアし、続くＳ４の処理では、開始待ち処理を行う。
【００７４】
　Ｓ４の開始待ち処理では、前回の遊技でリプレイ入賞が成立したか否かを判定し、リプ
レイ入賞が成立していた場合には、前回のベット数（メダル又は仮想メダルの投入数）と
同数の仮想メダルを自動投入する自動投入処理を行い、開始待ち処理を終了する。なお、
自動投入処理では、クレジット表示部６０に表示された仮想メダル数を減じることなく仮
想メダルの投入を行う。つまり、前回の遊技でリプレイ入賞が成立した場合には、遊技者
は所有するメダルを減らすことなく且つメダルを投入することなく今回の遊技を行うこと
ができる。
【００７５】
　一方、いずれのリプレイ入賞も成立していなかった場合には、タイマ割込み処理で読み
込まれたセンサの読み込み結果に異常が発生していないかを確認するセンサ異常確認処理
を行い、異常が発生している場合にはスロットマシン１０をエラー状態とすると共にエラ
ーの発生を報知する異常発生時処理を行う。かかるエラー状態は、リセットスイッチ７２
が操作されるまで維持される。
【００７６】
　センサの読み込み結果が正常である場合には、精算スイッチ５９が操作されたか否かを
判定し、精算スイッチ５９が操作された場合には、クレジットされた仮想メダルと同数の
メダルを払い出すメダル返却処理を行う。メダル返却処理の終了後又は精算スイッチ５９
が操作されていない場合には、前回の開始待ち処理から今回の開始待ち処理までの間にメ
ダルの投入又はクレジット投入スイッチ５６，５７，５８の操作がなされたか否かを判定
し、いずれかが行われた場合にはメダル投入処理を行い、開始待ち処理を終了する。また
、前回の開始待ち処理から今回の開始待ち処理までの間にメダルの投入又はクレジット投
入スイッチ５６，５７，５８の操作のいずれもなされていない場合には、そのまま開始待
ち処理を終了する。
【００７７】
　Ｓ４の開始待ち処理の終了後、次いで、メダルのベット数が規定数に達しているか否か
を判定し（Ｓ５）、ベット数が規定数に達していない場合には（Ｓ５：Ｎｏ）、Ｓ４の開
始待ち処理に戻って、当該処理のうちセンサ異常確認処理以降の処理を行う。尚、本実施
形態において、ベット数の規定数は、スロットマシン１０の遊技状態に応じて設定される
。即ち、スロットマシン１０の遊技状態が一般遊技状態にある場合は規定数を１枚～３枚
に設定し、ボーナス状態にある場合は規定数を３枚に設定する。これにより、一般遊技状
態ではベット数が３枚だけでなく、１枚または２枚であってもゲームを開始することがで
きる。
【００７８】
　Ｓ５の処理の結果、ベット数が規定数に達している場合には（Ｓ５：Ｙｅｓ）、次いで
、開始指示があったか否か、即ち、スタートレバー４１が操作されたか否かを判定する（
Ｓ６）。そして、スタートレバー４１が操作されていない場合には（Ｓ６：Ｎｏ）、ステ
ップＳ４の開始待ち処理に戻り、当該処理のうちセンサ異常確認処理以降の処理を行う。
【００７９】
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　一方、スタートレバー４１が操作された場合には（Ｓ６：Ｙｅｓ）、本スロットマシン
１０が規定数のメダルがベットされている状況下でスタートレバー４１が操作されると遊
技を開始できる構成となっているため、遊技を開始させるべく開始指令が発生したことを
意味する。そこで、かかる場合には、メダル通路切替ソレノイド４６ａを非励磁状態に切
り替えてベット受付を禁止する（Ｓ７）。続くＳ８の処理では、有効ラインを設定する有
効ライン設定処理を行う（Ｓ８）。そして、開始コマンドをセットする（Ｓ９）。ここで
、開始コマンドとは、開始指令が発生したことを把握させるべく表示制御装置２０１及び
サブ制御装置３０１に対して送信されるコマンドである。
【００８０】
　その後、当選フラグ格納エリア１０６ａの値に基づく抽選処理（Ｓ１０）、スベリテー
ブル格納エリア１０６ｂの値に基づくリール制御処理（Ｓ１１）、遊技に当選し且つクレ
ジットが一杯であった場合にメダルを払い出すメダル払出処理（Ｓ１２）、ボーナス状態
であった場合にボーナスゲームを実行するボーナス状態処理（Ｓ１３）を順に実行し、Ｓ
３の処理に戻る。
【００８１】
　次に、図１０を参照して、第２実施形態について説明する。第２実施形態では、第１実
施形態に対して遮蔽部２４００の構成が異なる。なお、第１実施形態と同一の部分につい
ては同一の符号を付して、その説明を省略する。
【００８２】
　図１０は、第２実施形態におけるサブ制御装置２３００の正面斜視図である。なお、図
１０において、矢印Ｆ－Ｂ，Ｌ－Ｒ，Ｕ－Ｄは、サブ制御装置２３００の前後方向，左右
方向，上下方向をそれぞれ示している。
【００８３】
　図１０に示すように、第２実施形態におけるサブ制御装置２３００は、基板ケース２３
１０により外郭が形成され、その基板ケース２３１０にサブ基板３０１が収容されて構成
されている。
【００８４】
　基板ケース２３１０の前面には、液晶表示装置２００とサブ制御装置２３００とが対向
配置された状態において、液晶ケース２１０と基板ケース２３１０との間に隙間が生じな
いよう、液晶ケース２１０と基板ケース２３１０との間隙を塞ぐ遮蔽部２４００が設けら
れている。
【００８５】
　遮蔽部２４００は、基板ケース２３１０の前面から液晶ケース２１０側へ向けて突設さ
れるリブ２３１０ａにより形成され、基板ケース２３１０と一体に形成されている。これ
により、遮蔽部２４００を新たな部材として別途設ける必要がなく、部品点数の増加を抑
制することができる。
【００８６】
　遮蔽部２４００には、液晶表示装置２００に設けられるファン２０３（図５参照）から
の排気を導くための排気経路２４０１が３つ形成されている。これにより、ファン２０３
からの排気経路を確保しつつ、液晶ケース２１０と基板ケース２３１０との間隙を塞ぐこ
とができる。
【００８７】
　遮蔽部２４００を形成するリブ２３１０ａには、複数の通孔２３１０ａ１が貫通形成さ
れ、それら通孔２３１０ａ１を通じて排気経路２４０１が遮蔽部２４００の外部へ至るよ
うになっている。
【００８８】
　排気経路２４０１は、基板ケース２３１０の正面視において（液晶ケース２１０と基板
ケース２３１０とが対向する方向から見て）左右（矢印Ｌ－Ｒ方向）に蛇行して形成され
、複数回屈曲して遮蔽部２４００の外部へ至るように形成されている。そして、その屈曲
箇所の上流側および下流側には、それぞれ通孔２３１０ａ１が設けられている。
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【００８９】
　即ち、リブ２３１０ａには、基板ケース２３１０の正面視において（液晶ケース２１０
と基板ケース２３１０とが対向する方向から見て）左右（矢印Ｌ－Ｒ方向）交互に通孔２
３１０ａ１が設けられ、排気経路２４０１は、その上流側に設けられる通孔２３１０ａ１
を通じた後に屈曲して、再び下流側に設けられる通孔２３１０ａ１を通じて外部へ至るよ
うになっている。
【００９０】
　また、排気経路２４０１は、遮蔽部２４００の外部に通じる出口となる排気口２４０１
ａが上方へ向けて開口形成されている。これにより、ファン２０３からの高温の排気を効
率良く遮蔽部２４００の外部へ排出することができる。
【００９１】
　遮蔽部２４００を形成するリブ２３１０ａは、排気経路２４０１を除いて格子状に形成
され、その格子間に多数の空洞が設けられるようになっている。これにより、ファン２０
３からの排気の熱エネルギーを空洞内の空気に伝達し、遮蔽部２４００の温度上昇を抑制
して、液晶基板２０２及びサブ基板３０１に及ぼす悪影響を防ぎ、液晶基板２０２及びサ
ブ基板３０１の誤作動を防止することができる。
【００９２】
　このように、基板ケース２３１０には、排気経路２４０１を除いて液晶ケース２１０と
基板ケース２３１０との間隙を塞ぐ遮蔽部２４００が設けられているので、第１実施形態
の場合と同様に、液晶ケース２１０と基板ケース２３１０との間隙に不正な基板が隠され
るのを防ぐことができる。これにより、スロットマシン１０に対する不正行為を抑制する
ことができる。
【００９３】
　また、本実施形態では、第１実施形態の効果に加え、遮蔽部２４００に形成される排気
経路２４０１は、リブ２３１０ａに設けられる通孔２３１０ａ１を通じて遮蔽部２４００
の外部へ至るように形成されているので、排気経路２４０１に不正な基板を隠そうとする
場合には、単に排気経路２４０１に沿って不正な基板を這わせるだけでなく、通孔２３１
０ａ１に不正な基板を挿し通す必要が生じる。これにより、排気経路２４０１に不正な基
板を隠し難くできる。
【００９４】
　また、排気経路２４０１は、屈曲して遮蔽部２４００の外部へ至るように形成され、そ
の屈曲箇所の上流側および下流側にそれぞれ通孔２３１０ａ１が設けられているので、排
気経路２４０１に不正な基板を隠そうとする場合には、屈曲した排気経路２４０１に沿っ
て不正な基板を這わせつつ、屈曲箇所の上流側および下流側に設けられる通孔２３１０ａ
１にそれぞれ不正な基板を挿し通す必要が生じる。これにより、より一層、排気経路２４
０１に不正な基板を隠し難くできる。
【００９５】
　次に、図１１から図１３を参照して、第３実施形態について説明する。第１実施形態で
は、基板ケース３１０のリブ３１０ａにより排気経路４０１が形成されたが、第３実施形
態では、液晶ケース３２１０のリブ３２１０ａと基板ケース３３１０のリブ３３１０ａと
により排気経路３４０１が形成される。なお、第１実施形態と同一の部分については同一
の符号を付して、その説明を省略する。
【００９６】
　図１１は、第３実施形態における液晶表示装置３２００の背面斜視図であり、図１２は
、第３実施形態におけるサブ制御装置３３００の正面斜視図であり、図１３は、液晶表示
装置３２００とサブ制御装置３３００とが対向配置された状態の遮蔽部３４００の拡大斜
視図である。なお、図１１から図１３において、矢印Ｆ－Ｂ，Ｌ－Ｒ，Ｕ－Ｄは、液晶表
示装置３２００及びサブ制御装置３３００の前後方向，左右方向，上下方向をそれぞれ示
している。
【００９７】
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　図１１に示すように、第３実施形態における液晶表示装置３２００は、液晶ケース３２
１０により外郭が形成され、その液晶ケース３２１０に液晶ディスプレイ２０１（図１参
照）及び液晶基板２０２（図８参照）が収容されて構成されている。液晶表示装置３２０
０の背面には、液晶ディスプレイ２０１や液晶基板２０２から発生する熱を排気するため
のファン２０３が設けられている。
【００９８】
　液晶ケース３２１０の背面には、液晶表示装置３２００に対向配置されるサブ制御装置
３３００側へ向けてリブ３２１０ａが６つ突設され、それらリブ３２１０ａには、通孔３
２１０ａ１がそれぞれ切欠形成されている。
【００９９】
　図１２に示すように、第３実施形態におけるサブ制御装置３３００は、基板ケース３３
１０により外郭が形成され、その基板ケース３３１０にサブ基板３０１が収容されて構成
されている。
【０１００】
　基板ケース３３１０の前面には、液晶表示装置３２００とサブ制御装置３３００とが対
向配置された状態において、液晶ケース３２１０と基板ケース３３１０との間に隙間が生
じないよう、液晶ケース３２１０と基板ケース３３１０との間隙を塞ぐ遮蔽部３４００が
設けられている。
【０１０１】
　遮蔽部３４００は、基板ケース３３１０の前面から液晶ケース３２１０側へ向けて突設
されるリブ３３１０ａにより形成され、基板ケース３３１０と一体に形成されている。こ
れにより、遮蔽部３４００を新たな部材として別途設ける必要がなく、部品点数の増加を
抑制することができる。
【０１０２】
　遮蔽部３４００には、液晶ケース３２１０のリブ３２１０ａ（図１１参照）と対応する
部位に空間３４０２が形成されている。空間３４０２は、リブ３２１０ａの長さ（図１１
において矢印Ｌ－Ｒ方向の寸法）に等しく、リブ３２１０ａの幅（図１１において矢印Ｕ
－Ｄ方向の寸法）よりも大きい寸法の間口を有し、リブ３２１０ａの高さ（図１１におい
て矢印Ｆ－Ｂ方向の寸法）に等しい寸法の深さに形成され、液晶表示装置３２００とサブ
制御装置３３００とが対向配置された状態では、この空間３４０２にリブ３２１０ａが嵌
まり込むようになっている（図１３参照）。
【０１０３】
　遮蔽部３４００を形成する基板ケース３３１０のリブ３３１０ａには、複数の通孔３３
１０ａ１が貫通形成されると共に、遮蔽部３４００の外部に通じる排気口３３１０ａ２が
上方へ向けて３つ開口形成されている。
【０１０４】
　図１３に示すように、液晶表示装置３２００とサブ制御装置３３００とが対向配置され
ると、液晶ケース３２１０のリブ３２１０ａが遮蔽部３４００の空間３４０２に嵌まり込
み、液晶表示装置３２００に設けられるファン２０３（図１１参照）からの排気を導くた
めの排気経路３４０１が３つ形成される。即ち、液晶ケース３２１０のリブ３２１０ａに
設けられる通孔３２１０ａ１、基板ケース３３１０のリブ３３１０ａに設けられる通孔３
３１０ａ１及び排気口３３１０ａ２を通じて排気経路３４０１が遮蔽部３４００の外部へ
至るようになっている。これにより、ファン２０３からの排気経路を確保しつつ、液晶ケ
ース３２１０と基板ケース３３１０との間隙を塞ぐことができる。
【０１０５】
　排気経路３４０１は、基板ケース３３１０の正面視において（液晶ケース３２１０と基
板ケース３３１０とが対向する方向から見て）左右（矢印Ｌ－Ｒ方向）に蛇行して形成さ
れ、複数回屈曲して遮蔽部３４００の外部へ至るようになっている。そして、その屈曲箇
所の上流側および下流側には、それぞれ通孔３２１０ａ１，３３１０ａ１が設けられてい
る。
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【０１０６】
　即ち、液晶表示装置３２００とサブ制御装置３３００とが対向配置されると、基板ケー
ス３３１０の正面視において（液晶ケース３２１０と基板ケース３３１０とが対向する方
向から見て）左右（矢印Ｌ－Ｒ方向）交互に通孔３２１０ａ１，３３１０ａ１が設けられ
、排気経路３４０１は、その上流側に設けられる通孔３２１０ａ１，３３１０ａ１を通じ
た後に屈曲して、再び下流側に設けられる通孔３２１０ａ１，３３１０ａ１を通じて外部
へ至るようになっている。
【０１０７】
　また、排気経路３４０１は、遮蔽部３４００の外部に通じる出口となる排気口３３１０
ａ２が上方へ向けて開口形成されている。これにより、ファン２０３からの高温の排気を
効率良く遮蔽部３４００の外部へ排出することができる。
【０１０８】
　遮蔽部３４００を形成する基板ケース３３１０のリブ３３１０ａは、排気経路３４０１
を除いて格子状に形成され、その格子間に多数の空洞が設けられるようになっている。こ
れにより、ファン２０３からの排気の熱エネルギーを空洞内の空気に伝達し、遮蔽部３４
００の温度上昇を抑制して、液晶基板２０２及びサブ基板３０１に及ぼす悪影響を防ぎ、
液晶基板２０２及びサブ基板３０１の誤作動を防止することができる。
【０１０９】
　このように、基板ケース３３１０には、ファン２３０からの排気経路を除いて液晶ケー
ス３２１０と基板ケース３３１０との間隙を塞ぐ遮蔽部３４００が設けられているので、
第１実施形態の場合と同様に、液晶ケース３２１０と基板ケース３３１０との間隙に不正
な基板が隠されるのを防ぐことができる。これにより、スロットマシン１０に対する不正
行為を抑制することができる。
【０１１０】
　また、本実施形態では、第１実施形態の効果に加え、液晶ケース３２１０のリブ３２１
０ａと基板ケース３３１０のリブ３３１０ａとにより排気経路３４０１が形成されている
ので、各ケース３２１０，３３１０を分離して排気経路３４０１に不正な基板を隠そうと
する場合には、各リブ３２１０ａ，３３１０ａを避けて不正な基板を配置する必要が生じ
る。即ち、各リブ３２１０ａ，３３１０ａを避けて不正な基板を配置しなければ、リブ３
２１０ａ及び／又はリブ３３１０ａが不正な基板に干渉して、リブ３２１０ａ及び／又は
リブ３３１０ａにより不正な基板が押し潰されたり、液晶ケース３２１０と基板ケース３
３１０とを正常に配置できなくなる。これにより、排気経路３４０１に不正な基板を隠し
難くできる。
【０１１１】
　また、遮蔽部３４００に形成される排気経路３４０１は、液晶ケース３２１０のリブ３
２１０ａに設けられる通孔３２１０ａ１及び基板ケース３３１０のリブ３３１０ａに設け
られる通孔３３１０ａ１を通じて遮蔽部３４００の外部へ至るように形成されているので
、各ケース３２１０，３３１０を分離して排気経路４３０１に不正な基板を隠そうとする
場合には、単に排気経路３４０１に沿って不正な基板を這わせるだけでなく、各リブ３２
１０ａ，３３１０ａの通孔３２１０ａ１，３３１０ａ１に不正な基板を挿し通す必要が生
じる。
【０１１２】
　また、排気経路３４０１は、屈曲して遮蔽部３４００の外部へ至るように形成され、そ
の屈曲箇所の上流側および下流側にそれぞれ通孔３２１０ａ１，３３１０ａ１が設けられ
ているので、屈曲した排気経路３４０１に沿って不正な基板を這わせつつ、屈曲箇所の上
流側および下流側に設けられる通孔３２１０ａ１，３３１０ａ１にそれぞれ不正な基板を
挿し通す必要が生じる。これにより、より一層、排気経路３４０１に不正な基板を隠し難
くできる。
【０１１３】
　次に、図１４から図１６を参照して、第４実施形態について説明する。第３実施形態で
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は、遮蔽部３４００の平面視において排気経路３４０１が左右に蛇行して形成されたが、
第４実施形態では、遮蔽部４４００の平面視において排気経路４４０１が前後に蛇行して
形成される。なお、第１及び第３実施形態と同一の部分については同一の符号を付して、
その説明を省略する。
【０１１４】
　図１４は、第４実施形態における液晶表示装置４２００の背面斜視図であり、図１５は
、第４実施形態におけるサブ制御装置４３００の正面斜視図であり、図１６（ａ）は、液
晶表示装置４２００とサブ制御装置４３００とが対向配置された状態の遮蔽部４４００の
拡大斜視図であり、図１６（ｂ）は、図１６（ａ）のＸ－Ｘ線における遮蔽部４４００の
断面図である。なお、図１４から図１６において、矢印Ｆ－Ｂ，Ｌ－Ｒ，Ｕ－Ｄは、液晶
表示装置４２００及びサブ制御装置４３００の前後方向，左右方向，上下方向をそれぞれ
示している。
【０１１５】
　図１４に示すように、第４実施形態における液晶表示装置４２００は、液晶ケース４２
１０により外郭が形成され、その液晶ケース４２１０に液晶ディスプレイ２０１（図１参
照）及び液晶基板２０２（図８参照）が収容されて構成されている。液晶表示装置４２０
０の背面には、液晶ディスプレイ２０１や液晶基板２０２から発生する熱を排気するため
のファン２０３が設けられている。
【０１１６】
　液晶ケース４２１０の背面には、液晶表示装置４２００に対向配置されるサブ制御装置
４３００側へ向けてリブ４２１０ａが６つ突設され、それらリブ４２１０ａには、更にサ
ブ制御装置４３００側へ向けて突起４２１０ａ３がそれぞれ突設されている。
【０１１７】
　図１５に示すように、第４実施形態におけるサブ制御装置４３００は、基板ケース４３
１０により外郭が形成され、その基板ケース４３１０にサブ基板３０１が収容されて構成
されている。
【０１１８】
　基板ケース４３１０の前面には、液晶表示装置４２００とサブ制御装置４３００とが対
向配置された状態において、液晶ケース４２１０と基板ケース４３１０との間に隙間が生
じないよう、液晶ケース４２１０と基板ケース４３１０との間隙を塞ぐ遮蔽部４４００が
設けられている。
【０１１９】
　遮蔽部４４００は、基板ケース４３１０の前面から液晶ケース４２１０側へ向けて突設
されるリブ４３１０ａにより形成され、基板ケース４３１０と一体に形成されている。こ
れにより、遮蔽部４４００を新たな部材として別途設ける必要がなく、部品点数の増加を
抑制することができる。
【０１２０】
　遮蔽部４４００には、液晶ケース４２１０のリブ４２１０ａ（図１４参照）と対応する
部位に空間４４０２が形成されている。空間４４０２は、リブ４２１０ａの長さ（図１４
において矢印Ｌ－Ｒ方向の寸法）に等しく、リブ４２１０ａの幅（図１４において矢印Ｕ
－Ｄ方向の寸法）よりも大きい寸法の間口を有し、リブ４２１０ａの高さ（図１４におい
て矢印Ｆ－Ｂ方向の寸法）よりも大きい寸法の深さに形成され、液晶表示装置４２００と
サブ制御装置４３００とが対向配置された状態では、この空間４４０２にリブ４２１０ａ
が嵌まり込むようになっている（図１６参照）。
【０１２１】
　遮蔽部４４００を形成する基板ケース４３１０のリブ４３１０ａには、遮蔽部４４００
の外部に通じる排気口４３１０ａ２が上方へ向けて３つ開口形成されている。また、空間
４４０２に臨むリブ４３１０ａの一部は、他部位よりも高さ（図１５において矢印Ｆ－Ｂ
方向の寸法）が一段低く形成され、それらリブ４３１０ａには、液晶ケース４２１０側へ
向けて突起４３１０ａ３がそれぞれ突設されている。
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【０１２２】
　図１６（ａ）及び（ｂ）に示すように、液晶表示装置４２００とサブ制御装置４３００
とが対向配置されると、液晶ケース４２１０のリブ４２１０ａが遮蔽部４４００の空間４
４０２に嵌まり込み、液晶表示装置４２００に設けられるファン２０３（図１４参照）か
らの排気を導くための排気経路４４０１が３つ形成される。即ち、液晶ケース４２１０の
リブ４２１０ａと基板ケース４３１０の前面との間、基板ケース４３１０のリブ４３１０
ａと液晶ケース４２１０の背面との間、基板ケース４３１０のリブ４３１０ａに設けられ
る排気口４３１０ａ２を通じて排気経路４４０１が遮蔽部４４００の外部へ至るようにな
っている。これにより、ファン２０３からの排気経路を確保しつつ、液晶ケース４２１０
と基板ケース４３１０との間隙を塞ぐことができる。
【０１２３】
　排気経路４４０１は、基板ケース４３１０の正面視において（液晶ケース４２１０と基
板ケース４３１０とが対向する方向から見て）前後（矢印Ｆ－Ｂ方向）に蛇行して形成さ
れ、複数回屈曲して遮蔽部４４００の外部へ至るようになっている。
【０１２４】
　即ち、図１６（ｂ）に示すように、液晶ケース４２１０のリブ４２１０ａ及び基板ケー
ス４３１０のリブ４３１０ａは、液晶表示装置４２００とサブ制御装置４３００とが対向
配置された状態において、液晶ケース４２１０と基板ケース４３１０との対向間隔の半分
よりも大きい寸法の高さ（矢印Ｆ－Ｂ方向の寸法）に形成され、排気経路４４０１は、そ
の上流側でリブ４２１０ａ，４３１０ａと各ケース４２１０，４３１０の表面との間を通
じた後に屈曲して、再び下流側でリブ４２１０ａ，４３１０ａと各ケース４２１０，４３
１０の表面との間を通じて外部へ至るようになっている。
【０１２５】
　また、液晶ケース４２１０のリブ４２１０ａに設けられる突起４２１０ａ３及び基板ケ
ース４３１０のリブ４３１０ａに設けられる突起４３１０ａ３は、液晶ケース４２１０と
基板ケース４３１０との対向間隔と等しい寸法の高さ（矢印Ｆ－Ｂ方向の寸法）に形成さ
れ、液晶表示装置４２００とサブ制御装置４３００とが対向配置された状態では、これら
突起４２１０ａ３，４３１０ａ３により排気経路４４０１の一部が塞がれるようになって
いる。
【０１２６】
　また、排気経路４４０１は、遮蔽部４４００の外部に通じる出口となる排気口４３１０
ａ２が上方へ向けて開口形成されている。これにより、ファン２０３からの高温の排気を
効率良く遮蔽部４４００の外部へ排出することができる。
【０１２７】
　遮蔽部４４００を形成する基板ケース４３１０のリブ４３１０ａは、排気経路４４０１
を除いて格子状に形成され、その格子間に多数の空洞が設けられるようになっている。こ
れにより、ファン２０３からの排気の熱エネルギーを空洞内の空気に伝達し、遮蔽部４４
００の温度上昇を抑制して、液晶基板２０２及びサブ基板３０１に及ぼす悪影響を防ぎ、
液晶基板２０２及びサブ基板３０１の誤作動を防止することができる。
【０１２８】
　このように、基板ケース４３１０には、ファン２３０からの排気経路を除いて液晶ケー
ス４２１０と基板ケース４３１０との間隙を塞ぐ遮蔽部４４００が設けられているので、
第１実施形態の場合と同様に、液晶ケース４２１０と基板ケース４３１０との間隙に不正
な基板が隠されるのを防ぐことができる。これにより、スロットマシン１０に対する不正
行為を抑制することができる。
【０１２９】
　また、本実施形態では、第３実施形態の効果に加え、液晶ケース４２１０のリブ４２１
０ａ及び基板ケース４３１０のリブ４３１０ａには、排気経路４４０１の一部を塞ぐ突起
４２１０ａ３，４３１０ａ３が形成されているので、各ケース４２１０，４３１０を分離
して排気経路４４０１に不正な基板を隠そうとする場合には、各突起４２１０ａ３，４３



(19) JP 5568967 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

１０ａ３を避けて不正な基板を配置する必要が生じる。即ち、各突起４２１０ａ３，４３
１０ａ３を避けて不正な基板を配置しなければ、突起４２１０ａ３及び／又は突起４３１
０ａ３が不正な基板に干渉して、突起４２１０ａ３及び／又は突起４３１０ａ３により不
正な基板が押し潰されたり、液晶ケース４２１０と基板ケース４３１０とを正常に配置で
きなくなる。これにより、排気経路４４０１に不正な基板を隠し難くできる。
【０１３０】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容
易に推察できるものである。
【０１３１】
　上記実施形態で挙げた数値は一例であり、他の数値を採用することは当然可能である。
例えば、上記実施形態では、排気経路４０１，２４０１，３４０１，４４０１が遮蔽部４
００，２４００，３４００，４４００に３つずつ形成される場合を説明したが、必ずしも
これに限られるものではなく、１つ又は２つ、或いは、４つ以上形成しても良い。また、
４つ以上形成する場合には、各排気経路の断面積を更に小さくすることができるので、よ
り一層、不正な基板を隠し難くできる。
【０１３２】
　上記実施形態では、液晶基板２０２を収容する液晶ケース２１０，３２１０，４２１０
とサブ基板３０１を収容する基板ケース３１０，２３１０，３３１０，４３１０とに本発
明を適用する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、主基板
や他の制御基板を収容する部材に本発明を適用することは当然可能である。また、制御基
板を収容する部材に限られず、制御基板を収容するものではない他の部材に本発明を適用
することは当然可能である。即ち、例えば不透明な部材など、死角ができてしまう部材で
あれば、どのような部材に本発明を適用しても良い。
【０１３３】
　上記実施形態では、基板ケース３１０，２３１０，３３１０，４３１０に遮蔽部４００
，２４００，３４００，４４００が設けられる場合を説明したが、必ずしもこれに限られ
るものではなく、液晶ケース２１０，３２１０，４２１０に遮蔽部４００，２４００，３
４００，４４００に相当する構成を設けても良く、或いは、基板ケース３１０，２３１０
，３３１０，４３１０と液晶ケース２１０，３２１０，４２１０との両方を組み合わせて
遮蔽部４００，２４００，３４００，４４００に相当する構成を設けても良い。また、基
板ケース３１０，２３１０，３３１０，４３１０や液晶ケース２１０，３２１０，４２１
０とは別体に遮蔽部４００，２４００，３４００，４４００に相当するスペーサ等の別部
材を設けても良い。
【０１３４】
　上記実施形態では、遮蔽部４００，２４００，３４００，４４００に排気経路４０１，
２４０１，３４０１，４４０１が形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られる
ものではなく、基板ケース３１０，２３１０，３３１０，４３１０自体または液晶ケース
２１０，３２１０，４２１０自体の少なくとも一方に排気経路４０１，２４０１，３４０
１，４４０１に相当する構成を形成しても良い。
【０１３５】
　上記実施形態では、遮蔽部４００，２４００，３４００，４４００を形成するリブ３１
０ａ，２３１０ａ，３３１０ａ，４３１０ａが排気経路４０１，２４０１，３４０１，４
４０１を除いて格子状に形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものでは
なく、例えば、排気経路４０１，２４０１，３４０１，４４０１を除いて基板ケース３１
０，２３１０，３３１０，４３１０の前面を覆う平面状に形成しても良い。
【０１３６】
　上記実施形態では、排気経路４０１，２４０１，３４０１，４４０１が屈曲して形成さ
れる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、直線部分の少ない形状、
例えば、渦巻状に形成しても良い。この場合でも、排気経路に不正な基板を隠し難くでき
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る。
【０１３７】
　上記第１及び第２実施形態では、排気経路４０１，２４０１が遮蔽部４００，２４００
の平面視において左右に蛇行して形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られる
ものではなく、遮蔽部４００，２４００の平面視において前後に蛇行するように形成して
も良く、或いは、左右と前後の蛇行を組み合わせて形成しても良い。
【０１３８】
　上記第４実施形態では、液晶ケース４２１０のリブ４２１０ａに設けられる突起４２１
０ａ３及び基板ケース４３１０のリブ４３１０ａに設けられる突起４３１０ａ３の両方に
より排気経路４４０１の一部が塞がれる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるもの
ではなく、突起４２１０ａ３又は突起４３１０ａ３のいずれか一方のみにより排気経路４
４０１の一部を塞いでも良く、或いは、突起４２１０ａ３，突起４３１０ａ３に相当する
構成をリブ４２１０ａ，４３１０ａ以外の部位に設けても良い。
【０１３９】
　上記実施形態では、ファン２０３が液晶表示装置２００内に設けられる場合を説明した
が、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、液晶表示装置２００とは別体にサブ
制御装置３００との間にファン２０３を設けても良い。
【０１４０】
　上記実施形態では、本発明をスロットマシン１０について具体化した例を示したが、ス
ロットマシンとパチンコ機とを融合した形式の遊技機に適用しても良い。即ち、スロット
マシンのうち、メダル投入およびメダル払出機能に代えて、パチンコ機のような球投入お
よび球払出機能を持たせた遊技機としても良い。かかる遊技機をスロットマシンに代えて
使用すれば、遊技ホールでは、球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチ
ンコ機とスロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおける、遊技価値たるメダ
ルと球との別個の取り扱いによる設備上の負担や遊技機設置場所の制約といった問題を解
消し得る。
【０１４１】
　また、本発明をパチンコ機に適用することも可能である。パチンコ機の場合、外枠に遊
技機本体が装着されるとともに、遊技機本体の前面側に扉部材が設けられる。遊技機本体
には、遊技球飛翔領域としての遊技領域が形成されるとともに作動口や液晶表示装置など
が設置された遊技盤が搭載され、扉部材に設けられた視認窓により、遊技領域や液晶表示
装置が視認可能となっている。そして、遊技球発射装置により発射された遊技球が作動口
に入賞することに伴い、内部抽選が行われると共に液晶表示装置上にて絵柄の可変表示が
行われる。かかるパチンコ機に上記実施形態の表示制御装置とサブ制御装置との構成を適
用した場合であっても、上記実施形態と同様の作用効果を奏することは明らかである。
【０１４２】
　更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、いわゆるパチンコ機と
スロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施するようにしても良い。
【０１４３】
　パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄からな
る図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用のハン
ドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基づく所
定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、例えば
ストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の変動が
停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件として遊
技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受皿に多
量の球が払い出されるものである。
【０１４４】
　以下に、本発明の遊技機に加えて、上記実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。
【０１４５】
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　電子部品が搭載される第１基板を収容する第１部材と、その第１部材に対向配置される
第２部材と、前記第１基板から発生する熱を前記第２部材側に排気する排気手段と、その
排気手段からの排気を前記第１部材と前記第２部材との間を通過させる排気経路が形成さ
れると共にその排気経路を除いて前記第１部材と前記第２部材との間隙を塞ぐ遮蔽部とを
備えていることを特徴とする遊技機Ａ１。
【０１４６】
　遊技機Ａ１によれば、排気手段からの排気を第１部材と第２部材との間を通過させる排
気経路が形成されると共にその排気経路を除いて第１部材と第２部材との間隙を塞ぐ遮蔽
部を備えているので、排気手段からの排気経路を確保しつつ、第１部材と第２部材との間
隙を塞ぐことができる。この場合、遮蔽部により第１部材と第２部材との間隙を塞ぐこと
で、第１部材と第２部材との間隙に不正な基板が隠されるのを防ぐことができる。
【０１４７】
　即ち、第１部材体と第２部材とを対向配置する場合には、排気手段からの排気経路を確
保するために、第１部材と第２部材との間に隙間を設ける必要がある。しかしながら、各
部材間に隙間を設けると、その隙間が死角となり、不当に大当たりを発生させる不正な基
板を隠される隠し場所となる恐れがあった。
【０１４８】
　これに対し、排気手段からの排気経路を除いて第１部材と第２部材との間隙を塞ぐ遮蔽
部を備えることで、排気手段からの排気経路を確保しつつも、第１部材と第２部材との間
隙に不正な基板が隠されるのを防ぐことができる。これにより、遊技機に対する不正行為
を抑制することができる。
【０１４９】
　遊技機Ａ１において、前記第２部材は、電子部品が搭載される第２基板を収容するもの
であることを特徴とする遊技機Ａ２。
【０１５０】
　遊技機Ａ２によれば、第２部材は、電子部品が搭載される制御基板を収容するものであ
るので、第１部材と第２部材とを対向配置することで、それら第１部材および第２部材に
収容される第１基板と第２基板とを接続するための電気配線を簡素化することができると
共に、遊技機本体内部のスペース確保を図ることができる。
【０１５１】
　遊技機Ａ２において、前記第２基板は、前記電子部品が搭載される搭載面の反対面が前
記遮蔽部側を向くように前記第２部材に収容されていることを特徴とする遊技機Ａ３。
【０１５２】
　遊技機Ａ３によれば、第２基板は、電子部品が搭載される搭載面の反対面が遮蔽部側を
向くように第２部材に収容されているので、電子部品の搭載面が遮蔽部に覆われず、第２
部材の外部から電子部品の搭載面を視認可能とすることができる。これにより、第２基板
に対する不正行為（例えば、不当に大当たりを発生させる不正なＲＯＭを電子部品の搭載
面に取り付ける等）を抑制できると共に、その不正を見落とすことなく早期に発見するこ
とができる。
【０１５３】
　遊技機Ａ１からＡ３のいずれかにおいて、前記排気経路は、屈曲して前記遮蔽部の外部
へ至るように形成されていることを特徴とする遊技機Ａ４。
【０１５４】
　遊技機Ａ４によれば、排気経路は、屈曲して遮蔽部の外部へ至るように形成されている
ので、排気経路に不正な基板を隠し難くできる。また、排気経路が屈曲していることで、
排気経路および排気手段を通じて第１部材の内部に針金などの線材が差し込まれるのを防
ぐことができる。これにより、第１基板に対する不正行為（例えば、線材により第１基板
の配線パターンを切断する等）を抑制することができる。
【０１５５】
　遊技機Ａ４において、前記排気経路は、前記第１部材と前記第２部材とが対向する方向
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から見て左右または前後に蛇行して形成され、複数回屈曲して遮蔽部の外部へ至るように
形成されていることを特徴とする遊技機Ａ５。
【０１５６】
　遊技機Ａ５によれば、排気経路は、複数回屈曲して遮蔽部の外部へ至るように形成され
ているので、より一層、排気経路に不正な基板を隠し難くできる。また、第１部材と第２
部材とが対向する方向から見て排気経路を左右に蛇行する形状とする場合には、第1部材
と第２部材との間隙を小さくして不正な基板を隠し難くできつつも、前後に蛇行する形状
とする場合と同等の排気経路の断面積を確保することができる。
【０１５７】
　遊技機Ａ１からＡ５のいずれかにおいて、前記排気経路は、前記遮蔽部に複数形成され
ていることを特徴とする遊技機Ａ６。
【０１５８】
　遊技機Ａ６によれば、排気経路は、遮蔽部に複数形成されているので、排気手段からの
排気を導くために確保すべき排気経路の断面積を、複数の排気経路により分担して確保す
ることができる。これにより、各排気経路の断面積を小さくすることができるので、例え
不正な基板が柔軟性のあるフレキシブルプリント基板により製作されたとしても、排気経
路に隠し難くできる。
【０１５９】
　遊技機Ａ１からＡ６のいずれかにおいて、前記排気経路は、前記遮蔽部の外部に通じる
出口が上方へ向けて開口形成されていることを特徴とする遊技機Ａ７。
【０１６０】
　遊技機Ａ７によれば、排気経路は、遮蔽部の外部に通じる出口が上方へ向けて開口形成
されているので、温度が高くなるほど軽くなる気体の性質を利用して、排気手段からの高
温の排気を効率良く外部へ排出することができる。
【０１６１】
　遊技機Ａ７において、前記第１部材および前記第２部材を収容すると共に遊技機本体の
外郭を形成する筺体を備え、その筺体には、その筺体の内部から外部に通じる開口が前記
排気経路の出口に臨む位置に設けられていることを特徴とする遊技機Ａ８。
【０１６２】
　遊技機Ａ８によれば、第１部材および第２部材を収容すると共に遊技機本体の外郭を形
成する筺体には、その筺体の内部から外部に通じる開口が排気経路の出口に臨む位置に設
けられているので、排気手段からの排気を効率良く遊技機本体の外部へ排出することがで
きる。
【０１６３】
　遊技機Ａ１からＡ８のいずれかにおいて、前記第１部材または前記第２部材の少なくと
も一方には、相対向する前記第１部材または前記第２部材側へ向けてリブが突設され、そ
のリブにより前記遮蔽部が形成されていることを特徴とする遊技機Ａ９。
【０１６４】
　遊技機Ａ９によれば、遮蔽部は、第１部材または第２部材の少なくとも一方に突設され
るリブにより形成されているので、遮蔽部を第１部材または第２部材と一体に形成するこ
とができる。これにより、遮蔽部を新たな部材として別途設ける必要がなく、部品点数の
増加を抑制することができる。また、第１部材または第２部材に突設されるリブにより遮
蔽部を形成することで、リブが突設される第１部材または第２部材の剛性を高めることが
できる。
【０１６５】
　遊技機Ａ９において、前記リブには通孔が貫通形成され、前記排気経路は、前記通孔を
通じて前記遮蔽部の外部へ至るように形成されていることを特徴とする遊技機Ａ１０。
【０１６６】
　遊技機Ａ１０によれば、排気経路は、リブに貫通形成される通孔を通じて遮蔽部の外部
へ至るように形成されているので、排気経路に不正な基板を隠そうとする場合には、単に
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排気経路に沿って不正な基板を這わせるだけでなく、通孔に不正な基板を挿し通す必要が
生じる。これにより、排気経路に不正な基板を隠し難くできる。
【０１６７】
　遊技機Ａ１０において、前記排気経路は、屈曲して前記遮蔽部の外部へ至るように形成
され、その屈曲箇所の上流側および下流側にそれぞれ前記通孔が設けられていることを特
徴とする遊技機Ａ１１。
【０１６８】
　遊技機Ａ１１によれば、排気経路は、屈曲して遮蔽部の外部へ至るように形成され、そ
の屈曲箇所の上流側および下流側にそれぞれ通孔が設けられているので、排気経路に不正
な基板を隠そうとする場合には、屈曲した排気経路に沿って不正な基板を這わせつつ、屈
曲箇所の上流側および下流側に設けられる通孔にそれぞれ不正な基板を隠し通す必要が生
じる。これにより、より一層、排気経路に不正な基板を隠し難くできる。
【０１６９】
　電子部品が搭載される第１基板を収容する第１部材と、その第１部材に対向配置される
第２部材と、前記第１基板から発生する熱を前記第２部材側に排気する排気手段とを備え
、その排気手段からの排気を前記第１部材と前記第２部材との間を通過させる排気経路が
、前記第１部材または前記第２部材の少なくとも一方により形成されていることを特徴と
する遊技機Ａ１２。
【０１７０】
　遊技機Ａ１２によれば、排気手段からの排気を第１部材と第２部材との間を通過させる
排気経路が、第１部材または第２部材の少なくとも一方により形成されているので、排気
手段からの排気経路を確保しつつ、第１部材と第２部材との間隙を塞ぐことができる。こ
の場合、第１部材と第２部材との間隙を塞ぐことで、第１部材と第２部材との間隙に不正
な基板が隠されるのを防ぐことができる。
【０１７１】
　即ち、第１部材体と第２部材とを対向配置する場合には、排気手段からの排気経路を確
保するために、第１部材と第２部材との間に隙間を設ける必要がある。しかしながら、各
部材間に隙間を設けると、その隙間が死角となり、不当に大当たりを発生させる不正な基
板を隠される隠し場所となる恐れがあった。
【０１７２】
　これに対し、排気経路を除いて第１部材と第２部材との間隙を塞ぐことで、排気手段か
らの排気経路を確保しつつも、第１部材と第２部材との間隙に不正な基板が隠されるのを
防ぐことができる。これにより、遊技機に対する不正行為を抑制することができる。
【０１７３】
　電子部品が搭載される第１基板を収容する第１部材と、その第１部材に対向配置される
第２部材と、前記第１基板から発生する熱を前記第２部材側に排気する排気手段と、その
排気手段からの排気を前記第１部材と前記第２部材との間を通過させる排気経路が形成さ
れると共にその排気経路を除いて前記第部材と前記第２部材との間隙を塞ぐ遮蔽部とを備
え、前記第１部材には、前記第２部材側へ向けて第１リブが突設されると共に、前記第２
部材には、前記第１部材側へ向けて第２リブが突設され、前記第１リブと前記第２リブと
により前記排気経路が形成されていることを特徴とする遊技機Ｂ１。
 
【０１７４】
　遊技機Ｂ１によれば、排気手段からの排気を第１部材と第２部材との間を通過させる排
気経路が形成されると共にその排気経路を除いて第１部材と第２部材との間隙を塞ぐ遮蔽
部を備えているので、排気手段からの排気経路を確保しつつ、第１部材と第２部材との間
隙を塞ぐことができる。この場合、遮蔽部により第１部材と第２部材との間隙を塞ぐこと
で、第１部材と第２部材との間隙に不正な基板が隠されるのを防ぐことができる。
【０１７５】
　即ち、第１部材と第２部材とを対向配置する場合には、排気手段からの排気経路を確保
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するために、第１部材と第２部材との間に隙間を設ける必要がある。しかしながら、各部
材間に隙間を設けると、その隙間が死角となり、不当に大当たりを発生させる不正な基板
を隠される隠し場所となる恐れがあった。
【０１７６】
　これに対し、排気手段からの排気経路を除いて第１部材と第２部材との間隙を塞ぐ遮蔽
部を備えることで、排気手段からの排気経路を確保しつつも、第１部材と第２部材との間
隙に不正な基板が隠されるのを防ぐことができる。これにより、遊技機に対する不正行為
を抑制することができる。
【０１７７】
　また、遊技機Ｂ１によれば、第１部材に突設される第１リブと第２部材に突設される第
２リブとにより排気経路が形成されているので、各部材を分離して排気経路に不正な基板
を隠そうとする場合には、各リブを避けて不正な基板を配置する必要が生じる。即ち、各
リブを避けて不正な基板を配置しなければ、第１リブ及び／又は第２リブが不正な基板に
干渉して、第１リブ及び／又は第２リブにより不正な基板が押し潰されたり、第１部材と
第２部材とを正常に配置できなくなる。これにより、排気経路に不正な基板を隠し難くで
きる。
【０１７８】
　遊技機Ｂ１において、前記第２部材は、電子部品が搭載される第２基板を収容するもの
であることを特徴とする遊技機Ｂ２。
【０１７９】
　遊技機Ｂ２によれば、第２部材は、電子部品が搭載される制御基板を収容するものであ
るので、第１部材と第２部材とを対向配置することで、それら第１部材および第２部材に
収容される第１基板と第２基板とを接続するための電気配線を簡素化することができると
共に、遊技機本体内部のスペース確保を図ることができる。
【０１８０】
　遊技機Ｂ２において、前記第２基板は、前記電子部品が搭載される搭載面の反対面が前
記遮蔽部側を向くように前記第２部材に収容されていることを特徴とする遊技機Ｂ３。
【０１８１】
　遊技機Ｂ３によれば、第２基板は、電子部品が搭載される搭載面の反対面が遮蔽部側を
向くように第２部材に収容されているので、電子部品の搭載面が遮蔽部に覆われず、第２
部材の外部から電子部品の搭載面を視認可能とすることができる。これにより、第２基板
に対する不正行為（例えば、不当に大当たりを発生させる不正なＲＯＭを電子部品の搭載
面に取り付ける等）を抑制できると共に、その不正を見落とすことなく早期に発見するこ
とができる。
【０１８２】
　遊技機Ｂ１からＢ３のいずれかにおいて、前記排気経路は、屈曲して前記遮蔽部の外部
へ至るように形成されていることを特徴とする遊技機Ｂ４。
【０１８３】
　遊技機Ｂ４によれば、排気経路は、屈曲して遮蔽部の外部へ至るように形成されている
ので、排気経路に不正な基板を隠し難くできる。また、排気経路が屈曲していることで、
排気経路および排気手段を通じて第１部材の内部に針金などの線材が差し込まれるのを防
ぐことができる。これにより、第１基板に対する不正行為（例えば、線材により第１基板
の配線パターンを切断する等）を抑制することができる。
【０１８４】
　遊技機Ｂ４において、前記排気経路は、前記第１部材と前記第２部材とが対向する方向
から見て左右または前後に蛇行して形成され、複数回屈曲して遮蔽部の外部へ至るように
形成されていることを特徴とする遊技機Ｂ５。
【０１８５】
　遊技機Ｂ５によれば、排気経路は、複数回屈曲して遮蔽部の外部へ至るように形成され
ているので、より一層、排気経路に不正な基板を隠し難くできる。また、第１部材と第２
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部材とが対向する方向から見て排気経路を左右に蛇行する形状とする場合には、第１部材
と第２部材との間隙を小さくして不正な基板を隠し難くできつつも、前後に蛇行する形状
とする場合と同等の排気経路の断面積を確保することができる。
【０１８６】
　遊技機Ｂ１からＢ５のいずれかにおいて、前記排気経路は、前記遮蔽部に複数形成され
ていることを特徴とする遊技機Ｂ６。
【０１８７】
　遊技機Ｂ６によれば、排気経路は、遮蔽部に複数形成されているので、排気手段からの
排気を導くために確保すべき排気経路の断面積を、複数の排気経路により分担して確保す
ることができる。これにより、各排気経路の断面積を小さくすることができるので、例え
不正な基板が柔軟性のあるフレキシブルプリント基板により製作されたとしても、排気経
路に隠し難くできる。
【０１８８】
　遊技機Ｂ１からＢ６のいずれかにおいて、前記排気経路は、前記遮蔽部の外部に通じる
出口が上方へ向けて開口形成されていることを特徴とする遊技機Ｂ７。
【０１８９】
　遊技機Ｂ７によれば、排気経路は、遮蔽部の外部に通じる出口が上方へ向けて開口形成
されているので、温度が高くなるほど軽くなる気体の性質を利用して、排気手段からの高
温の排気を効率良く外部へ排出することができる。
【０１９０】
　遊技機Ｂ７において、前記第１部材および前記第２部材を収容すると共に遊技機本体の
外郭を形成する筺体を備え、その筺体には、その筺体の内部から外部に通じる開口が前記
排気経路の出口に臨む位置に設けられていることを特徴とする遊技機Ｂ８。
【０１９１】
　遊技機Ｂ８によれば、第１部材および第２部材を収容すると共に遊技機本体の外郭を形
成する筺体には、その筺体の内部から外部に通じる開口が排気経路の出口に臨む位置に設
けられているので、排気手段からの排気を効率良く遊技機本体の外部へ排出することがで
きる。
【０１９２】
　遊技機Ｂ１からＢ８のいずれかにおいて、前記第１リブ及び前記第２リブには通孔がそ
れぞれ貫通形成され、前記排気経路は、前記通孔を通じて前記遮蔽部の外部へ至るように
形成されていることを特徴とする遊技機Ｂ９。
【０１９３】
　遊技機Ｂ９によれば、排気経路は、第１リブ及び第２リブにそれぞれ貫通形成される通
孔を通じて遮蔽部の外部へ至るように形成されているので、排気経路に不正な基板を隠そ
うとする場合には、単に排気経路に沿って不正な基板を這わせるだけでなく、各リブの通
孔に不正な基板を挿し通す必要が生じる。これにより、排気経路に不正な基板を隠し難く
できる。
【０１９４】
　遊技機Ｂ９において、前記排気経路は、屈曲して前記遮蔽部の外部へ至るように形成さ
れ、その屈曲箇所の上流側および下流側にそれぞれ前記通孔が設けられていることを特徴
とする遊技機Ｂ１０。
【０１９５】
　遊技機Ｂ１０によれば、排気経路は、屈曲して遮蔽部の外部へ至るように形成され、そ
の屈曲箇所の上流側および下流側にそれぞれ通孔が設けられているので、排気経路に不正
な基板を隠そうとする場合には、屈曲した排気経路に沿って不正な基板を這わせつつ、屈
曲箇所の上流側および下流側に設けられる通孔にそれぞれ不正な基板を隠し通す必要が生
じる。これにより、より一層、排気経路に不正な基板を隠し難くできる。
【０１９６】
　遊技機Ｂ１からＢ１０のいずれかにおいて、前記第１リブ又は前記第２リブの少なくと
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も一方には、前記排気経路の一部を塞ぐ突起が突設されていることを特徴とする遊技機Ｂ
１１。
【０１９７】
　遊技機Ｂ１１によれば、第１リブ又は第２リブの少なくとも一方には、排気経路の一部
を塞ぐ突起が突設されているので、第１部材と第２部材とを分離して排気経路に不正な基
板を隠そうとする場合には、突起を避けて不正な基板を配置する必要が生じる。即ち、突
起を避けて不正な基板を配置しなければ、突起が不正な基板に干渉して、突起により不正
な基板が押し潰されたり、第１部材と第２部材とを正常に配置できなくなる。これにより
、排気経路に不正な基板を隠し難くできる。
【０１９８】
　遊技機Ａ１からＡ１２、Ｂ１からＢ１１のいずれかにおいて、前記遊技機はスロットマ
シンであることを特徴とする遊技機Ｃ１。中でも、スロットマシンの基本構成としては、
「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表
示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表
示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間
経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定
識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊
技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代
表例として挙げられる。
【０１９９】
　遊技機Ａ１からＡ１２、Ｂ１からＢ１１のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊
技機であることを特徴とする遊技機Ｃ２。中でも、パチンコ遊技機の基本構成としては操
作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ発射し、球が
遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）することを必要
条件として、表示装置において動的表示されている識別情報が所定時間後に確定停止され
るものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所定の位置に配設
された可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし、その入
賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれるデータ等も含む
）が付与されるものが挙げられる。
【０２００】
　遊技機Ａ１からＡ１２、Ｂ１からＢ１１のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊
技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機Ｃ３。中でも、
融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示
した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバ
ー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタ
ン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停
止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者
に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技媒体として球を
使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の球を必要とし、特別
遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されている遊技機」となる
。
【符号の説明】
【０２０１】
１０　　　　　　　スロットマシン（遊技機）
１１　　　　　　　筺体
１１ａ　　　　　　開口
２０２　　　　　　液晶基板（第１基板）
２０３　　　　　　ファン（排気手段）
２１０　　　　　　液晶ケース（第１部材）
３０１　　　　　　サブ基板（第２基板）



(27) JP 5568967 B2 2014.8.13

10

20

30

３１０　　　　　　基板ケース（第２部材）
３１０ａ　　　　　リブ
３１１　　　　　　ベース部材（基板ケースの一部、第２部材の一部）
３１２　　　　　　カバー部材（基板ケースの一部、第２部材の一部）
４００　　　　　　遮蔽部
４０１　　　　　　排気経路
４０１ａ　　　　　排気口（排気経路の出口）
２３１０　　　　　基板ケース（第２部材）
２３１０ａ　　　　リブ
２３１０ａ１　　　通孔
２４００　　　　　遮蔽部
２４０１　　　　　排気経路
２４０１ａ　　　　排気口（排気経路の出口）
３２１０　　　　　液晶ケース（第１部材）
３２１０ａ　　　　リブ（第１リブ）
３２１０ａ１　　　通孔
３３１０　　　　　基板ケース（第２部材）
３３１０ａ　　　　リブ（第２リブ）
３３１０ａ１　　　通孔
３３１０ａ２　　　排気口（排気経路の出口）
３４００　　　　　遮蔽部
３４０１　　　　　排気経路
４２１０　　　　　液晶ケース（第１部材）
４２１０ａ　　　　リブ（第１リブ）
４２１０ａ３　　　突起
４３１０　　　　　基板ケース（第２部材）
４３１０ａ　　　　リブ（第２リブ）
４３１０ａ２　　　排気口（排気経路の出口）
４３１０ａ３　　　突起
４４００　　　　　遮蔽部
４４０１　　　　　排気経路
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【図１１】 【図１２】



(31) JP 5568967 B2 2014.8.13
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【図１５】 【図１６】
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